
承認第４号  
専決処分の承認を求めることについて  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  
令和６年１２月４日提出  

四万十町長 中尾 博憲   



 
専決第９号  

専  決  処  分  書   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。                                        令和６年１０月１日    
四万十町長 中尾 博憲     

令和６年度四万十町一般会計補正予算（第３号）     令和６年度四万十町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。  
（歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２７，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 
それぞれ１９，５５７，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳
出予算補正」による。  



県支出金１６ 1,815,829 27,000 1,842,829

３委託金 42,693 27,000 69,693

19,530,000 27,000 19,557,000歳　　　　入　　　　合　　　　計

第 1 表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳　入

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額



総務費２ 4,819,399 27,000 4,846,399

４選挙費 543 27,000 27,543

19,530,000 27,000 19,557,000歳　　　　出　　　　合　　　　計

歳　出

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額



27,000 1,842,829１６県支出金 1,815,829

27,000 19,557,000歳　　　　入　　　　合　　　　計 19,530,000

（単位：千円）

歳入歳出予算事項別明細書
1　総　括
（歳　入）

款 補正前の額 補正額 計



27,0004,846,39927,000２総務費 4,819,399

27,00019,557,00027,000歳　　　　出　　　　合　　　　計 19,530,000

一般財源その他地方債国県支出金
特　　定　　財　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳

（単位：千円）（歳　出）

款 補正前の額 補正額 計



県支出金16 1,815,829 27,000 1,842,829

委託金3 42,693 27,000 69,693

衆議院議員総選挙費委託金総務費委託金1 26,068 27,000 53,068 5選挙費委託 27,000                 27,000
金

19,530,000 27,000 19,557,000計

計補　正　額補正前の額
区　　分

歳入
（単位：千円）

科　　　　　目

款 項 目
節

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明



27,000 4,846,399 27,000 02総務費 4,819,399

27,000 27,543 27,000 0選挙費4 543

報　　　酬 4,54527,000 27,000 27,000 02衆議院議員総選挙 0 1                 124選挙管理委員会委員報酬

費               1,635会計年度任用職員報酬

                 33開票管理者報酬

                134開票立会人報酬

                 68期日前投票管理者報酬

                719期日前投票立会人報酬

              1,832投票立会人報酬

職員手当等 11,5603              11,500時間外手当

                 60管理職員特別勤務手当

旅　　　費 988                  70費用弁償

                 28会計年度任用職員通勤費用弁償

需　用　費 3,50410               2,200消耗品費

                700印刷製本費

                100修繕料

                504食糧費

役　務　費 2,12411               1,600通信運搬費

                 55クリーニング代

                469計数機等点検手数料

委　託　料 3,66512               1,482ポスター掲示場設置管理業務委

託料

              2,002ポスター掲示板作成業務委託料

そ　の　他地　方　債国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

補 　正 　額 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
補　正　額補正前の額 計

歳出
（単位：千円）

科　　　　　目

款 項 目
説　　　　　　　　　　明



                110開票集計システム保守委託料

                 71住民情報系システム保守委託料

使用料及び 1,50413                  10演説会場借上料

賃借料                 200投票所借上料

                 50車等借上料

                  5通行料・駐車料

              1,073計数機等リース料

                 60選挙管理システムリース料

                106投票用紙自動交付機リース料

27,000 19,557,000 27,000 019,530,000計

そ　の　他地　方　債国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

補 　正 　額 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
補　正　額補正前の額 計

（単位：千円）
科　　　　　目

款 項 目
説　　　　　　　　　　明


